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はじめに

　 精神 に障害をもつた人々は、有史以前か ら存在 し精神

治療の歴史 は古い。 しか し、学問としての精神医療や看

護の歴史は比較的浅 く、19世 紀後半に始 まったといって

もよい1)。

　 わが国での精神障害者は、長い間、狐憑 きや疫病神に

崇 られた者 として受け止められていた。大半の精神病者

は放置 され、他者に迷惑をかけると思われた者は私宅に

閉 じ込め られ ていた。精神病が病いとして認められ始め

たのは明治維新後である。近代国家 としての体制づ くり

や西洋医学の導入によって全国に官公立精神病院が設置

され、精神を病んだ人を病者 として救済 ・保護されるよ

うになってい った。愛知県下においても、時を同 じくし

て官公立および私立 の精神病院が開設 された。当時の精

神病院は、そのほとんどが収容型の医療保護施設であり、

入院することは社会か ら隔絶 されることを意味 していた。

その後、精神病者の人間性を尊重 し人道的に保護すると

い う考え方に基づき、精神科医や看護者によって精神病

院での精神病者の処遇改善や人道改工革運動が行われた。

しか し、わが国 も昭和時代になると世界恐慌 に直面 し不

況の波や軍国主義思想の国家 となっていった。 これに伴

い社会治安や社会防衛の考え方が強化され、再び精神病

者の処遇は衰退 していった。

　第二次世界大戦後、わが国 はそれまでの軍国主義を一

転 して民主主義国家 となった。様々な法整備により精神

医療政策が大 きく改善 した。精神医療 ・看護 は、激動の

時代の中で変化 し今日にいたっている。精神を病んだ人々

がどのように見なされ、 どのような対応を受 けていたの

かは、その時代の人 々が精神病をどのようにとらえてい

たのかによる。今回、愛知県下における精神病院の設立

当時の史料を もとに、精神医療 ・看護の移 り変わ りか ら

今後の精神医療 ・看護の進むべき道について探ってみる。

1.愛 知県での精神治療のは じまり一明眼院と順因寺

　愛知県の歴史 は古 く、大化の改新 の頃、尾張国と三河

国がそれぞれ統一 し独 自の文化をもって発展 した。江戸

時代の幕藩体制の頃には尾張藩と三河藩 とな り、藩政を

中心 した経済 ・産業が営 まれていた。医療では、隋唐の

古典医書に準拠 した宮廷医学に佛教医学を併合 した漢方

医学が隆盛を極め、寺社を中心 に治療が行なわれていた。
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愛知県では延文2年(1357年)尾 張国海東郡(現 在の海

部郡大治町)の 馬島清僧都による眼科治療が これにあた

る2)。馬島清僧都は、明眼院を建立 し薬師如来 の信仰 に

よる仏教的秘法 と霊水授与の夢告 によって集結 された独

自の術式 として、薬物、食物、洗眼、焼灼などを組み合

わせて治療 にあたっていた。中で も霊水授与の夢告を患

者に説明 してみたところ、霊効果が著 しく患者がむらが

り集 まったという。佛教的な治療は、病 める人々の心 を

癒すだけでなく回復力を促進 していった。 しか し、明治

維新後、神仏分離、医師法の施行によって、寺社での治

療行為が中止 され佛教的治療 は消滅 した。
一方、精神病 の治療 は、古 く応永年間(1394年 ～1428

年)三 河の国、羽栗の里の公明山順因寺(真 宗大谷派、

現岡崎市羽栗町)で 、灸法 と漢方薬 による精神病の治療

が開始 された3)。公明山順因寺は初めに天台宗 に属 して

いたが、室町時代(1336年 ～1573年)の 初期に真宗大谷

派の寺 となり、照善法印によって灸法(資 料1)に よる

精神病治療を確立 した。江戸時代、朝廷 と幕府の認可を

受け、漢方併用による精神病者の治療を行なっていたが、

明治維新 とともに廃止された。その後、寺社は衰退 した

が、昭和31年 境内の治療院を灸寺羽栗病院 として開設 し

今 日に至 っている。近代精神医療 と並んで灸法 と漢方薬の

が併用され、 日本独自の精神治療の場 として名声を有 し

ている。

2.明 治期初期の精神病院 と治療体制

明治4年7月 の廃藩置県後、尾張では名古屋、犬山の

2藩 が県になり、三河では豊橋、西尾、岡崎、重原、刈

谷、挙母、田原、西端、西太平、半原の10藩 が県に改め

られた。次いで半年後の明治4年11月 の改置府県により

尾張藩は名古屋県、三河 は額田県となった。

明治維新後、愛知県には蜜峰義塾(碧 海郡)、 知多郡

医学義校(知 多郡),医 学講習場(名 古屋門前町)、好生



学校(名 古屋北鷹匠町)、 愛生舎(碧 海郡)、 皇漢医学校

(名古屋神楽町)、 愛衆学校(名 古屋竪三蔵町)な どの7

つの医学校があり、医学校 と併設 した仮病院が評定所後

に設立 され地 域医療にあたっていた。

明治4年8月 医学講習場併設の仮病院の規則(名 古屋

県注1病院規則)(資 料24))に 「看護人」の名称がある。

看護業務 そのものの実態は不明であるが、医師や看護者

が昼夜詰め きりで病人に付添 うこと、治療をはじめとす

る飲食、夜食 、その他すべて心を尽 くし、患者のために

専一す ることが定められている。また、治療の場合は、

病者貴賎、遠近の差な く実施することが規定されている。

明治5年4月 仮医学校に従事 していた有志数名が私費

を拠 出し義病院を設立 した。漢方医学 を中心に治療を行

なっていた。明治5年 に文部省医務課の設置に伴い当医

学所 と病院を併合する傾向にあった。愛知県下の医学校

においても、医学教育 と治療施設を併合 し患者の治療 に

あたっていた。 明治6年5月 、義病院 は患者取扱規則

(抄)(資 料3)を 設定 し、入院患者の治療体制や生活の

過 ごし方を規定 した。第5項 目に看護人 に関する内容が

あるが、看護は病人を介抱することとあったが、主 とし

て医師の補助的な業務を行な っていた5)。

また、同年5月 、当時の愛知県令井関盛良が、尾張、

三河両国の民費醵集の法を受 けて門前町にあった名古屋

西本願寺別院内に、仮病院を仮設 し次いで公立の医学校

を設けた。 この医学校では、医学の振興を図るため アメ

リカ人医学士 ヨングハ ンス(L.H.Junghans)を 招聘

し、精神医学の教育 と治療が行なわれた。

明治8年 文部省の学制領布に伴い西洋医学を中心 とし

た教育が推奨された。そのため、県下 に多数あった医学

校が廃校とな り、次いで仮病院や義病院 も廃院となった。

当時は文明開化を旗印に西洋医学の価値 を認めようとす

る気運があり、西洋医学を中心 とした医学教育施設と医

療施設が望 まれるようになった。西本願寺別院内に設立

された仮病院 は、明治8年1月 に愛知県病院と改称 され

た。

明治9年5月 に医学士ヨングハンスの後任 として、オー

ス トリア公 使 館付 医官 ロ ー レ ッッ(Albrecht　 von

Roretz)が 、西別院内病院附属の公立医学校の教師 と

して着任 した。当時、24歳 、堂々たるひげをたくわえた

身長六尺の豊かな巨漢で、外科学の専攻であ った6)。

また、明治13年4月 公立病院内注2に、 ローレッツの設

計による精神病の治療病棟(写 真1)が 建築された。精

神病 の治療病棟 は当時、癲狂室と呼ばれ私宅監置(座 敷

牢)に 近 い病室であったが、 ローレッツの設計の病室は、

純洋風の個室であった。 ローレッツは、当時の精神病患

者の扱い方や施設 について、「欧州 の80年 ～100年 前に在

しもの」 と述べ、 さらに 「精神病は不幸中の最大不幸 た

る病」と癲 狂室設立の建議の中で述べている7)。

当時の精神病棟の看護者は、看護人 と呼ばれた男性の

職員であ った。救助人と称せ られた看護人は何 らの知識

や経験 もなく、患者の保護拘束や監視、さらには食事の

介助や病室の清掃を行なっていた。また、看護者を養成

する機関 もなか ったため、看護人の教育や指導は医師が

あたっていた8)。明治24年9月 「男子看護人 ヲ廃 シ総 テ

女子 ヲ以 テ之ニテ充テ自今看護人 ヲ看護婦 ト改称ス」と

あり、男性 の看護人を解雇 し女子のみを採用するように

なった。 しか し、看護長 は依然 として男性の医師であり、

診療 と看護婦の監督が看護長の役割であった。県下にお

ける看護婦の養成が始め られたのは、明治27年8月 に愛

知医学校内に看護婦産婆養成所が設置されたのが最初の

施設であった9)。

明治期の後半になると、国際社会の対応か ら富国強兵、

国家安泰のため社会治安をね らって、明治33年 「精神病

者監護法」を制定 した。明治政府 は内治優先第一主義で

あったため、警察制度 に力を注 ぎ精神病者の管理を警察

が任務にあたった。 この法律 によって、監置義務者に精

神病者を警察に届ける義務が課せられた。その結果、精

神病者は取締 りを受けることになり、医療的保護よりも

社会的保護のために強制入院が増加 した。当時は医療対

策が立て られてなか ったこともあり、私宅監置を合法化

し、精神病者の監護を強化す ることにな った。わが国の

精神障害者が迫害を受けたのはこの法律によるところが

大きい。

3.精 神病院法制定 による県立精神病院の設立

大正時代に入 ると社会情勢はいわゆる 「大正デモクラ

シー」の時代であり、民主主義や社会主義思想によって、

労働者の意識や人々の自由な風潮が向上 した。社会運動

の発生に伴 い精神病患者が増加 した。入院診療に加え外

来診療を開始するために、大正3年3月 愛知県病院は、



愛知医学校(後 の愛知県立医学専門学校)と ともに鶴舞

公園北側に移転 し、その際、新たに精神科病棟が新築さ

れた。愛知県病院は愛知医科大学附属病院精神科病棟 と

改称 された。外来患者 の増加に伴 い、精神病者を軽症お

よび重症に分類 し、治療方針によって病室 を2等 病室あ

るいは3等 病室に分 け患者 を処遇 した。 ローレッツの設

計の病室は、新治療体制に添いがたいとい う理由で取 り

壊 しになった10)。

東京帝国大学呉秀三は、私宅監置の現状を調査 し 「方

今我邦ニ於イテハ官公立精神病院ノ施設殆 ンド全ク之 ヲ

闘キ、之ガ代補 タルベキ私立精神病院 ノ収容力モ亦甚貧

弱ニシテ…(中 略)… 今此状況 ヲ以テ之 ヲ欧米文明國 ノ

精神病者ニ封スル國家 ・公共 ノ制度 ・施設ノ整頓 ・完備

セルニ比ス レバ、實ニ書壌月髄 ノ懸隔相異 ト云ハザルベ

カラズ。」 と意見 を述 べた11)。これ によ って大正8年

「精神病院法」が制定 された。 この法律の骨子 は、内務

大臣は各道府県に公立精神病院を設置できること、身 よ

りのない精神病者をこれ らの指定 した精神病院に入院さ

せることがで きることであった。精神病者監護法による

取締 りをね らった社会的保護か ら、福祉への医療 ・保護

対策の芽生えが見 られた時期で もあった。 しか し、取締

りが続けられたことと予算の裏づ けがで きなか ったこと

か ら、愛知県下で新たに公立精神病院が建て られたのは、

昭和5年5月 名古屋市東区田代町(現 在、千種区徳川山

町)の 愛知県立精神病院の1件 のみであった。公共の責

任として精神病院を設置することを明 らかにされたもの

の、ほとんど予算がつかなか ったため、愛知県の公立精

神病院の設立は遅々と して進まなか った。

大正12年4月 名古屋市 は明治天皇御聖徳記念事業 とし

て、南区弥富町に収容定員150人(精 神病者30人)の 救

済院東山寮を開設 した。東山寮 は、行路病人、住居不定

者、精神病者、その他の生活困窮者たちの救済を行な う

施設 として発足 した。昭和8年 には精神病者収容舎 とし

て65床 が増設され、医療 と福祉の側面をもつ治療の場で

あった12)。昭和18年 には名古屋帝国大学医学部精神医学

教室の実習施設 となり、東山寮は次第に医療施設として

機能 していった。 この頃には入院患者が120名 にな った

ため、男子と女子 は病棟別に収容 されていた。昭和20年

5月 名古屋大空襲でほとんどの入院患者が焼死 し、全施

設の3分 の2が 灰燼に帰 した。昭和21年 の復旧とともに

瑞穂寮 と改称 され生活保護施設 として再開 したが、精神

病者のための施設は復活 しなか った。

4.愛 知県下の私立精神病院の始 まり

愛知県下の私立精神病院の始 まりは、大正3年 鈴木繁

平によって豊橋市中柴町に設立 された精神病者慰安所で

あるといわれている13)。精神病者慰安所では、医師を招

聘 して精神病者の委託治療や看護に従事 した。大正8年

4月 豊 田精神病院(東 田脳病院)と 改称 したが、医師が

不足 していたために診療体制はきわめて困難な状況であっ

た。精神病院法の制定に伴い精神病院の設立が叫ばれた

が、官公立病院の建設が進まなか ったため民間病院にそ

の設立を依存する傾向にあった。昭和2年 に豊橋再生館

病院 と改称 し再編成 となった。その後、医師の招聘をめ

ぐって病院内紛争が起 こり、昭和11年愛知県警察部によっ

て閉鎖を命ぜ られ廃院となった。(写 真2)は 昭和2年 当

時の豊橋再生館病院での様子である。入院患者が ビリヤー

ドを楽 しんでいる。娯楽が一つの治療であ り医師 も同席

して楽 しむなどの人道的な治療が行なわれていた。

大正4年11月 、医師岩 田芳夫は愛知郡御器所村荒畑

(現在名古屋市昭和区)の 丘の上に名古屋脳病院(定 員

100床)の 民間病院を設立 した。昭和10年 には定員239床

となり、当時は愛知県における最大の精神病院であった。

昭和17年 精治寮病院 と改称 し今日に至 っている。

また、大正6年8月 医師丸山萬五郎 によって、愛知郡

東山村 に東山(と うざん)脳 病院(定 員250人)の 精神



病院が開設された。大正9年 同精神病院内に看護婦養成

所を設置 した14)。この看護婦養成所 は、愛知県下初 めて

の精神病院附属看護婦養成所であった可能性が高 い。

精神治療においては、精神機能を改善するために作業

療法(写 真3)や レクリェーション活動などが積極的に

行なわれていた。作業療法 は、明治30年 頃、呉秀三をは

じめとする医師が ヨーロッパか ら導入 したものである。

その実施 にあたっては、医師や看護婦が具体的なプ ログ

ラムを作成 していた。 また、構外活動の一環と して演芸

や年中行事などが行なわれていた。構外活動時は、患者

だけでな く医師や看護者および家族や地域住民がともに

参加 していた。当時の レク リェーション活動 は娯楽が中

心であった。年中行事 と日常的な活動を促す ことで、生

活を直接的に改善することがで きた。(写 真4)は 、病

院中庭で行なわれた夏祭 りの演芸の様子である。患者の

笑顔や豊かな表情か ら、当時の穏やかな入院環境を うか

がい知 ることができる。 しか し、昭和20年5月 の空襲で

焼失 し、東山脳病院は看護婦養成所 とともに廃院 となっ

た。

5.昭 和初期の私立精神病院の設立と治療体制

昭和2年4月 医師杉山亮により、名古屋市中川区に八

事(杉 山)脳 病院(定 員20床)が 開設 されたが、ま もな

く院長が死去 したため閉院 となった。その後、昭和12年

4月 名古屋医科大学の杉田教授が八事脳病院を買収 し八

事少年寮を開設 した。当時、発達障害や情緒障害など養

育 の対象者 を収容す る施設はほとんどなか った15)。八事

少年寮では、医師や看護婦は異常児童(現 在の情緒障害

児)と 起居をともに して、その治療 ・教育にあたってい

た。(写 真5)は 中庭でのラジオ体操の様子である。医

師および看護婦が子ども達 と寝食をともに過ごす ことで、

子 どもの発達を促す治療的な環境を提供 し情緒的な指導

を行なっていた。当時、八事少年寮は精神薄弱者ための

県下唯一 の治療教育施設として有名であ ったが、院長の

死後、受 け継 ぐ医師がいなかったため衰退 し、昭和24年

に閉鎖 となった。

また、昭和3年8月 。医師内藤稲三郎 によって名古屋

市中区に内藤病院(56床)が 開設された。院長内藤稲三

郎 は欧州 に留学 した経験をもとに、当時では珍 しか った

全個室の精神病院を開設 した。(写 真6)は 昭和3年 当



時の精神病院の一室である。窓は鉄格子が張 り巡 らせて

あるが、病室は二間続 きで、床の間、火鉢、座布団、肘

掛が整備されていた。静かで落ち着 きのある環境を提供

す ることが、精神病者の回復につなが るという考え方 に

基づ くものでロー レッツ式の精神病室に似ている。一一般

家庭 の居室 とほぼ同様の病室であ り、患者の人権を配慮

した治療環境として設計 されていた。 しか し、昭和20年

名古屋大空襲によって病院は全焼 し閉院となった。 この

時、戦災によ って病院の建物は全焼 したが、看護者の働

きによって入院患者の焼死者 は一人 も出さなか った16)。

看護者の対応が多 くの患者の命を救 った。 しか し、病院

消失後,患 者が どうなったのかは不明である。

さらに、昭和9年11月 医師小林辰夫 によって豊橋市岩

屋町に豊橋脳病院(35床)が 開設された。当時の入院形

態 はほとんど強制入院であったが、豊橋脳病院では普通

入院の対応 も行なっていた。精神病者を一人の人間 とし

て処遇 し、精神病者の家族 も交えて入院の手続きや入院

生活に必要な物品などを書面(資 料4)で 説明 していた。

また、'家族の面会を奨励 し入院患者が家族や地域社会か

ら孤立 しないよ う配慮 していた。(写 真7)は 病院の中

庭で 日光浴をしている様子である。 イスに座った医師が

患者 と対話 しているような雰囲気である。(写 真8)は 、

患者の娯楽の様子を表 している。当時、豊橋脳病院では

囲碁、蓄音機などを整備 し、情緒的な働 きかけを積極的

に行なっていた。隔離する治療だけでな く他の患者との

交流を図 るなどの対人関係を介 しての治療 も行なわれて

いた。

時を同 じくして、昭和11年5月 元愛知医科大学教授北

林貞道 は、名古屋市西区中村町(現 在は中村区)に 、脳

脈絡叢研究所 と北林病院(55床)を 開設 した。現北林病

院理事長の北林直道氏 との談話で、「北林病院開設 当時

は、病院に研究所を併設することで地域 に根ざした精神

医療 と精神病の研究を行 なおうとしていたが、民間病院



で研究するとは甚だよろ しくないという行政の圧力で研

究所の閉鎖を余儀 なくされた。」 とのことであった。臨

床研究 は大学病院で行なうものであって、民間病院の精

神科医は治療 に専念す ることが義務付けられていたこと

を うかがい知 ることがで きる。(写 真9)は 、北林病院

開設当時の診察場面の様子である。当時の診察場面は、

看護者が立ち会 うという合同面接が行 なわれていたが、

現在はほとんどみられな くなった。最近、医師の診察場

面 に看護者やソーシャルワーカーなどが立ち会 うことの

必要性が求め られている17)。密室性の高い診察室 は、医

師と患者 との関係性を特殊化す るおそれがあり、看護者

が同席することで患者の緊張を和 らげた り、発言 しやす

い雰囲気を作 り出すことができる。当時、合同面接が行

なわれていたということは見逃 しがたい事実である。北

林病院は、昭和20年 の戦災で病院全体の4割 を焼失 し一

時閉鎖 となったが、昭和24年2月 に新院長を迎え19床 の

医院と して再発足後、増床 し今 日にいたっている。(写

真10)は 廊下での日光浴の様子 である。全室南向きで日

当たりよく、外の風景がよく見えるよ うに工夫 されてい

た。

おわ りに

愛知県下精神病院の設立当時の治療 と看護の歴史的変

遷をまとめたが、歴史上の事実を解明するには限界があ

る。今後、史料 の発掘 を心がけていく必要がある。 しか

しなが ら、今回その時代の政治 ・経済 ・科学 ・文化 ・思

想などの発展や変遷に伴い、心を病んだ人々がどのよう

に受け止め られたり、処遇されたかを知ることができた。

これは、今後の精神看護 の方向性をさぐる上で、人間が

生活する環境の中で精神(心)の 問題 を左右す る因子に

ついて明 らかにし、積極的に調整 していく必要性を示 し

ている。また、歴史を知 ることは、現在の状況を率直に

見つめ、精神看護をさらに発展 してい くことを指 し示 し

ているといえる。
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注

注1　 明治4年7月14日 廃藩置県の令により名古屋県と

なる。明治5年4月12日 名古屋県は愛知県となる。

注2　 明治9年6月 、仮病院の附属と して併設 されてい

た公立愛知医学校 とともに、堀川筋天王崎に移転 し、

愛知県下最初の公立病院(名 古屋県病院 として発足

したが、愛知病院として設置)が 開設 された。
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